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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報の記録が可能で、ユーザーデータが記録されるデータ領域と、前記データ領域の内
側に第一のシステム領域と、前記データ領域の外側に第二のシステム領域とを備え、
　前記第一のシステム領域は
　前記データ領域への記録における最適条件を設定するための第一の学習領域と、
　前記データ領域に前記ユーザーデータに記録する情報を管理するための管理情報記録領
域とを含み、
　前記第二のシステム領域は
　内側に前記ユーザーデータを保護するための保護領域と、前記保護領域の外側に前記デ
ータ領域への記録における最適条件を設定するための第二の学習領域を含み、
　前記管理情報記録領域に、前記保護領域を保護領域として用いるか第３の学習領域とし
て用いるかを示す情報を記録するための領域を含むことを特徴とする光ディスク媒体。
【請求項２】
　前記保護領域には、
　ユーザーデータの終端を示す情報もしくは、記録における最適条件を設定するための学
習用パターンが記録されることを特徴とする請求項１に記載の光ディスク媒体。
【請求項３】
　前記管理情報記録領域と前記データ領域との間にさらにデータ接続領域を有し、
前記データ接続領域及び前記管理情報記録領域にそれぞれ、
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更新されたユーザーデータ領域の終端を示す情報が記録される領域を有することを特徴と
する請求項１に記載の光ディスク媒体。
【請求項４】
　前記ユーザーデータを保護するための保護領域と前記第二の学習領域の容量が等しいこ
とを特徴とする請求項1に記載の光ディスク媒体。
【請求項５】
　データ領域、保護領域及び学習領域を有する光ディスクにデータを記録する装置におい
て、
　前記データ領域と前記学習領域の残容量を算出する機能と、
　前記データ領域の残容量と第一の規定値を比較する機能と、
　前記学習領域の残容量と第二の規定値を比較する機能と、
　前記データ領域の残容量が前記第一の規定値を超えており、前記学習領域の残容量が前
記第二の規定値を下回っている場合には、前記保護領域を学習領域として利用する機能を
有することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項６】
　データ領域、保護領域及び学習領域を有する光ディスクにデータを記録する方法におい
て、
　データ領域と学習領域の残容量を算出するステップと、
　前記データ領域の残容量と第一の規定値を比較するステップと、
　前記学習領域の残容量と第二の規定値を比較するステップと、
　前記データ領域の残容量が前記第一の規定値を超えており、前記学習領域の残容量が前
記第二の規定値を下回っている場合には、保護領域を学習領域として利用するステップを
有することを特徴とする光ディスク情報記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスク記録再生方法及び記録再生装置及び光ディスクに関するもので、
特に光ディスクの学習領域の管理方法に係わるものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように近年では、情報の高密度記録が可能な光ディスクとして、片面1層容量が4
.7GBを有する光ディスクが実用化されている。例えば、書き換え可能なDVD-RAM(ECMA-330
)、追記可能な＋R(ECMA-349)、DVD-R(ECMA-338)等がある。
【０００３】
　これらの光ディスクは透明基板上に情報記録層を形成し、レーザー光をこれに集光する
ことで、情報の記録再生を行っている。レーザー光の強度は、再生、記録、消去等の状況
に応じて逐次切り替えられる。また、光ディスクには、それぞれ固有に最適な記録時のレ
ーザー強度、消去時のレーザー強度が存在する。このため、光ディスク装置は光ディスク
に情報を記録する際に記録レーザー強度の最適化(ＯＰＣ：Optimum power control)を行
っている。たとえばDVD-Rではユーザー情報等の記録の前には、ディスクに設定されたレ
ーザー強度学習のための領域であるパワーキャリブレーションエリアで所定のテスト情報
を記録再生することで記録レーザー強度の最適化（ＯＰＣ）を行っている。
【０００４】
　このレーザー強度学習の情報領域は、特開2003-168216に示される例のように、ディス
クのユーザー情報記録領域をはさんだ内周側もしくは外周側の特定の位置に、決まった容
量があらかじめ確保されている。これによって、ユーザー情報記録領域でレーザー強度の
学習を行って、ユーザー情報を破壊したり、ユーザー情報記録領域を破壊したりすること
を防いでいる。
【特許文献１】特開2003-168216
【非特許文献１】ECMA-330
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般にレーザー強度の学習は、ディスクが挿入されて始めて記録をする前や、前回の学
習から長時間が経過していたり、温度等の環境条件が変わった後で記録をする前等に行わ
れる。ここで例えば、学習がうまくいかず学習領域を大量に消費したり、時間を置いて断
続的に少量のデータを記録した場合、さらには学習領域にディフェクトがあった場合には
、ユーザー記録領域に対して学習領域の方が早く消費されることがある。このようなとき
、学習領域がディスクの内周側および外周側の特定の位置に、決まった容量であらかじめ
確保されている場合、ユーザ情報記録領域の残容量がまだあるにもかかわらず、学習領域
をすべて使い切ってしまう可能性がある。
【０００６】
　このような不具合は、追記型のディスクにおいて生じ易い。このように学習領域を使い
切ってしまった場合には、書き込みのためのレーザー強度が最適化できないため、新たに
ユーザー情報をユーザー情報記録領域に記録を行おうとしても記録ができなくなり、実質
的に記録容量が低下してしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明は上記の問題を解決するためになされたものであり、学習領域の拡張が可能な光
ディスク媒体、光ディスク情報記録方法および、光ディスク装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、情報の記録が可能で、ユーザーデータが記録されるデータ領域と、前記デ
ータ領域の内側に第一のシステム領域と、前記データ領域の外側に第二のシステム領域と
を備え、
　前記第一のシステム領域は
　前記データ領域への記録における最適条件を設定するための第一の学習領域と、
　前記データ領域に前記ユーザーデータに記録する情報を管理するための管理情報記録領
域とを含み、
　前記第二のシステム領域は
　内側に前記ユーザーデータを保護するための保護領域と、前記保護領域の外側に前記デ
ータ領域への記録における最適条件を設定するための第二の学習領域を含み、
　前記管理情報記録領域に、前記保護領域を保護領域として用いるか第３の学習領域とし
て用いるかを示す情報を記録するための領域を含むことを特徴とする光ディスク媒体を基
本とする。
【発明の効果】
【０００９】
　上記の手段によると、ユーザーデータと第二の学習領域の間に保護領域があるため、学
習の際にユーザーデータを破壊したり、学習領域にユーザーデータを記録する誤りを防ぐ
ことができる。さらに、保護領域の利用状況を示す情報を記録するための領域を設けたた
めに保護領域を複数の目的に使用することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の一実施の形態を説明する。
【００１１】
［光ディスクの説明］
　本発明の実施の形態の一例である追記可能な光ディスクは、透明基板上に情報記録層を
形成し、レーザー光をこれに集光することで、情報の記録再生が可能である。情報の記録
再生部分の構造として、光ディスクの透明基板は、グルーブと呼ばれる案内溝を有してい
る。情報の記録再生はこの案内溝に沿って行われる。また、情報を記録再生する空間的な
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位置を特定するための、物理アドレスが形成されている。物理アドレスの形成手段として
は、案内溝を半径方向に小さく振動させるグルーブウォブルの変調(以下ウォブル変調)方
法を利用している。このウォブル変調方法は、ウォブルの位相もしくは周波数を記録した
い情報に対応させて変化させる方法である。このようなウォブル変調方法による物理アド
レスは、記録トラックを遮断しないので、ユーザー情報を記録する面積が広いすなわちフ
ォーマット効率が高い、再生専用メディアとの互換がとりやすいといった利点がある。
【００１２】
　情報の記録層には有機色素材料や多層の無機材料等の記録材料が用いられている。この
情報記録層に高いパワーのレーザを集光することで記録ピット（記録マークとも言われる
）を形成し、光ディスクに情報を記録する。
【００１３】
［光ディスクのゾーンレイアウトの説明］
　図１に光ディスクの情報記録層の領域構成を示す。本発明の光ディスク１０は、半径方
向に複数の領域を有し、それぞれの領域で記録する情報の種類があらかじめ定められてい
る。情報記録層は大別して、再生専用のシステム領域１０１、記録可能なシステム領域１
０２、ユーザーデータを記録するためのユーザ情報記録可能領域、以下、データ領域１０
３とする、保護領域１０４、外周側学習領域１０５に区分されている。
【００１４】
　再生専用のシステム領域１０１はエンボスピットで情報が記録されており、これを除く
各領域には上述のグルーブが形成されている。
【００１５】
　再生専用のシステム領域１０１には、図３に示すように、ディスクの識別情報、メディ
アメーカが推奨する最適記録波形、初期状態でのディスクのデータ領域の終端位置情報な
どがあらかじめエンボスピットにより記録されている。
【００１６】
　記録可能なシステム領域１０２は、図２に示すように、内周側の学習領域２０１と、管
理情報記録領域２０２、データ接続領域２０３で構成されている。学習領域２０１は、ユ
ーザーデータや管理情報を光ディスクに記録する前に、光ディスク装置が記録波形を最適
化するためのテストデータを記録する領域として用いられる。
【００１７】
　また、管理情報記録領域２０２には、図４に示すようにユーザーデータの記録位置情報
、次回の記録開始位置、内周側学習領域及び外周側学習領域の記録位置、学習後の最適記
録波形の管理情報がある。さらに、保護領域を拡張学習領域として用いた否かを示す情報
、つまり学習領域の拡張の有無を示す情報（保護領域の状態情報）、データ領域の終端位
置を変更した際の更新されたデータ領域の終端位置等の管理情報が記録される。
【００１８】
　追記型のディスクでは、情報の上書きが不可能である。このため、上述した管理情報は
、一まとめで変更、記録される。このまとまりは一般に誤り訂正の単位と同じ単位で取り
扱われる。即ち、内容が一部でも更新されたときには、管理情報の上記のまとまりの全部
が単位となり、ディスクの管理情報記録領域の内周側から外周側に向って、追記されてい
く。
【００１９】
　データ接続領域２０３は、リードイン領域とも呼ばれ、記録済みの光ディスク媒体を再
生専用光ディスク装置で再生する際に利用する制御情報が記録される。この制御情報には
、管理情報記録領域に記録される管理情報と共通の情報も記録されている。すなわち、デ
ータ接続領域は管理情報記録領域の一部である。
【００２０】
　またこの領域は、再生専用光ディスク装置が記録ピットに対してトラッキング制御をか
ける際の助走、オーバーラン許容領域としての機能も有している。
【００２１】
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　データ領域１０３には、ユーザーデータが記録される。また、ユーザーデータが記録さ
れたディスクを再生専用光ディスク装置で再生するために取り出す場合には、ユーザーデ
ータに続いてボーダー領域もしくはリードアウト領域と呼ばれる領域が設けられる。
【００２２】
　ボーダー領域はボーダーアウト領域と、ボーダーイン領域に区分されており、ボーダー
アウト領域はユーザーデータの区切りを示す情報が記録されるほか、再生専用光ディスク
装置が記録ピットに対してトラッキング制御をかける際のオーバーラン許容領域としての
機能も有している。
【００２３】
　ボーダーイン領域はリードイン領域と同様の機能を有している。リードアウト領域は、
ユーザーデータの終了を示す情報が記録されるほか、再生専用光ディスク装置が記録ピッ
トに対してトラッキング制御をかける際のオーバーラン許容領域としての機能も有してい
る。
【００２４】
　保護領域１０４は、外周側学習領域１０５とデータ領域１０３の間に設けられた領域で
、記録波形の最適化学習の際に誤ってデータ領域１０３に記録されたデータを破壊しない
ための緩衝領域としての機能を有している。本発明ではこの保護領域１０４の利用方法に
着目している。この保護領域１０４は、また、ユーザーデータをデータ領域１０３の終端
位置まで記録した際の、リードアウト領域を記録するための領域としても利用される。
【００２５】
　加えて本発明の光ディスクでは、上記の保護領域１０４を、外周側学習領域１０５が使
用不可能になった場合には、拡張された外周側学習領域としても利用することが可能であ
る。このため、保護領域１０４は外周側学習領域１０５と同じ記録容量を有していた方が
望ましい。
【００２６】
　外周側学習領域１０５は、内周側学習領域２０１と同様に記録波形を最適化するための
テストデータ記録領域として用いられる。
【００２７】
［光ディスク装置の基本的な説明］
　図５に本発明の一実施の形態である光ディスク装置の構成を示す。本発明の光ディスク
装置はピックアップヘッド（ＰＵＨ）５０１から出射されるレーザー光を光ディスク１０
０の情報記録層に集光することで、情報の記録再生を行っている。光ディスク１００から
反射した光は、再び、ＰＵＨ５０１の光学系を通過し、フォトディテクターで電気信号と
して検出される。検出された電気信号は、前置増幅器（プリアンプ）５０２で増幅され、
信号処理回路５０３、サーボ回路５０４に出力される。
【００２８】
　サーボ回路５０４では、フォーカス、トラッキング等のサーボ信号が生成され、各信号
がそれぞれ、ＰＵＨ５０１のフォーカス、トラッキングアクチュエータに出力される。
【００２９】
　信号処理回路５０３では、再生された信号からユーザーデータや管理情報、アドレス情
報といった情報が取り出されれ、コントローラー５０５に出力される。
【００３０】
　コントローラー５０５はアドレス情報を元に、所望の位置のユーザーデータ等のデータ
を読み出したり、所望の位置にユーザーデータや管理情報を記録するための制御を実行す
る。この際、記録する信号は記録波形回路５０６で光ディスク記録に適した記録波形制御
信号に変調される。この信号を元にＬＤ駆動回路５０７はレーザダイオード（ＬＤ）を発
光させ、光ディスク１００に情報を記録する。またコントローラー５００は、回転駆動系
５０８を制御し、光ディスク１００が安定して回転するように制御している。
【００３１】
［記録波形の説明］
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　図６にレーザダイオード（ＬＤ）から出力される記録波形ＲＥＷの一例を示す。記録波
形は光ディスクにマークを記録したいタイミングでピークパワーと呼ばれるパワーを出力
する。また、波形ＲＥＷはマルチパルスと呼ばれる複数の短いパルスに分割されており、
パルスの立ち上がり位置、立ち下がり位置、パルス幅及び、パワーを制御することで記録
するマークＲＥＭの形状を変化させることができる。
【００３２】
［学習動作の説明］
　学習領域２０１、１０５で行われる最適化学習の動作は、例えばテスト用のデータを学
習領域の各セクタ毎に、記録パワーを少しずつ変化させて記録し、その再生信号から各セ
クターのエラー数等を評価して最もエラー数の少ないセクターを決定し、このセクターに
記録した時の記録パワーを最適記録パワーとして採用する、というような動作である。
【００３３】
［光ディスクへの記録動作］
　図７を利用して記録動作の説明を行う。本発明の光ディスクは未記録の初期状態では図
７（ａ）に示すような構成になっている。再生専用のシステム領域１０１にはエンボスピ
ットによりあらかじめ情報が記録されているが、それ以外の領域には情報が記録されてい
ない。このとき、ユーザー情報記録可能領域（データ領域）１０３の容量はＡ１、保護領
域１０４の容量はＢ１、外側学習領域の容量はＣ１である。
【００３４】
　光ディスク装置は光ディスクが挿入されると再生専用のシステム領域１０１の情報を再
生して光ディスクの種類、基本の記録波形情報等を読み取る。光ディスクが追記型のディ
スクある場合には、さらに管理情報記録領域２０２の情報を再生し、記録された信号の種
類、学習領域の残容量、管理領域の残容量、ユーザーデータ領域１０３の残容量等をそれ
ぞれ確認する。
【００３５】
　次に、ユーザーデータを記録する前には基本の記録波形情報を参考にして、内周側外周
側の学習領域２０１、１０５いずれかもしくは両方の領域で記録波形の最適化を行う。学
習領域２０１、１０５はいずれもディスクの外側から内側に向かって順番に記録される。
記録波形の最適化が終了したら、データ領域１０３にユーザーデータの記録を開始する。
また、ユーザーデータの記録が停止した場合や、一定量ユーザーデータの記録を行った場
合には管理情報記録領域２０２に管理情報を記録する。
【００３６】
　一方、長時間停止状態が続いた場合や、装置内の温度が変化した場合等には学習領域で
記録波形の最適化動作を行う。
【００３７】
　このとき光ディスクは図７（ｂ）に示すような状態になっている。光ディスクの各領域
はユーザーデータの記録に伴って次第に残容量が低下していく。例えばデータ領域１０３
の残容量はＡ２、外周側学習領域１０５の残容量はＣ２である。データ領域１０３、学習
領域、管理情報記録領域２０２のどれかの残容量が無くなると光ディスクへの情報の記録
は不可能となる。従って、光ディスク装置は適宜、学習領域の残容量、管理情報記録領域
の残容量、ユーザー領域の残容量をそれぞれ確認する。
【００３８】
　一方で、各領域の使用量は光ディスク媒体や、装置、ユーザーデータの種類等によって
変化する。例えば媒体の品質が悪く、1回の記録波形の最適化に容量を多くとるような場
合などでは、ユーザーデータおよび管理情報のための領域の残量が一定量残っているにも
かかわらず、学習領域の残容量だけが極端に低下する場合がある。
【００３９】
　図７（ｃ）に示すようにデータ領域１０３が一定量（容量Ａ３）残っている場合に、学
習領域１０５の残容量があらかじめ定められたＣ３以下になった場合、本発明の光ディス
クでは保護領域１０４を有効利用して記録波形の最適化学習を行う。ここで、Ｃ３は一回
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の記録波形の最適化学習に用いる容量程度とする。
【００４０】
　この状態を図８（ｄ）に示す。保護領域１０４の一部が学習領域として利用されている
。このように保護領域１０４で学習を行った場合には、保護領域１０４を拡張学習領域と
して用いたことを示す情報を管理情報として管理情報記録領域２０２（図４にも示す）に
記録する。
【００４１】
　さらに、ユーザーデータ保護の為に、データ領域終端位置を容量Ｂ１だけ内周にずらし
、更新されたデータ領域終端位置として管理情報記録領域２０２に記録する。この結果、
図８（ｅ），図８（ｆ）に示すように、従来の保護領域１０４が拡張学習領域ＥＸ－１０
５となり、さらに、ユーザーデータ領域１０３の一部が新たに保護領域Ｎ－１０４として
設定される。このとき、従来の保護領域１０４が外周側学習領域１０５と同じ容量である
場合、光ディスク装置は学習領域ＥＸ－１０５の残容量の算出を簡単に行うことが可能と
なる利点がある。学習領域拡張前の保護領域１０４と新たに設定された保護領域Ｎ－１０
４の容量は等しいことが望ましい。
【００４２】
　ユーザーデータが記録された光ディスクを再生専用の光ディスク装置で再生するために
、光ディスク装置から取り出す際には、データ接続領域２０３が記録されるほか、ユーザ
ーデータに続いてボーダーアウト領域もしくはリードアウト領域が記録される。このよう
な処理を前者をクローズ処理、後者をファイナライズ処理と呼ぶ。リードアウト領域はユ
ーザーデータの最後示す領域であるため、ファイナライズ処理後はユーザーデータの追記
は不可能となる。
【００４３】
［学習領域の拡張］
　次に、図９のフローチャートを用いて学習領域の使用手順について説明を行う。光ディ
スクは、記録波形の最適化学習を開始する場合、はじめに光ディスクの状態の確認を行う
。光ディスク装置は管理情報の再生およびブランクサーチ動作によって、データ領域の残
容量、学習領域の残容量等を取得する（ステップＳＡ１、ＳＡ２）。
【００４４】
　次に、学習領域の残容量の判定をおこなう（ステップＳＡ３）。学習領域の残容量があ
らかじめ定められた容量を超えていれば、光ディスク装置は学習領域で、通常の学習動作
を行い学習を完了する（ステップＳＡ４）。また必要であれば管理情報として学習を行っ
た位置を示す情報、最適化された記録波形等を光ディスクに記録する。次に、残容量があ
らかじめ定められた容量を超えていなかった場合、光ディスク装置はデータ領域の残容量
の判定を行う（ステップＳＡ５）。
【００４５】
　データ領域の残容量が保護領域１０４の容量Ｂ１よりも小さいか、もしくはあらかじめ
定められた容量よりも小さい場合、光ディスク装置は残った学習領域で記録波形の最適化
学習を行い、学習を完了する（ステップＳＡ５－ＳＡ４）。ここで、光ディスクは学習不
能状態となるため、同時にファイナライズ処理を行いディスクを追記不可能な状態にする
ことが望ましい。
【００４６】
　データ領域の残量容量が保護領域の容量Ｂ１か、もしくはあらかじめ定められた容量を
超えている場合、光ディスク装置は残った学習領域に加え保護領域で記録波形の最適化学
習を行う（ステップＳＡ６）。記録波形が最適化されたら、光ディスク装置は管理情報の
記録をおこなって学習を完了する（ステップＳＡ７）。このとき記録される管理情報は、
学習を行った位置を示す情報、最適化された記録波形に加えて、保護領域を学習領域とし
て使用したことを示す情報と変更されたデータ領域の終端位置を示す情報が記録される。
ここで、変更されたデータ領域の終端位置は従来のデータ領域終端位置位置から保護領域
の容量の分だけ内側にずらした位置である。この結果、管理情報記録前には保護領域であ
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った部分が拡張学習領域となり、さらにデータ領域の一部が保護領域となる。
【００４７】
　また、各ステップでの判定動作は、光ディスク装置のコントローラーもしくは、光ディ
スク装置が接続されるコンピューターのホストやアプリケーションによって行われる。
【００４８】
　上記したように、本発明の光ディスクには保護領域の利用方法を示す情報を記録するた
めの領域が管理情報記録領域もしくはデータ接続領域にあるため、保護領域を複数の目的
に使用することが可能となる。
【００４９】
　まず、ユーザーデータと第二の学習領域の間に保護領域があるため、学習の際にユーザ
ーデータを破壊したり、学習領域にユーザーデータを記録する誤りを防ぐことができる。
また第二の学習領域を使い切った場合には、保護領域の利用状態を示す情報を管理情報領
域に記録できる。このため保護領域を拡張学習領域として使用することが可能となる。こ
の結果、データ領域が余っているのに、学習領域を使い切ってしまうことで、ユーザーデ
ータの記録が不可能になる問題を解決することができる。
【００５０】
　さらに、学習領域を使い切る際にはデータ領域の記録可能部分も外周側になっているの
で、外周側の学習領域を拡張することで、ユーザーデータの記録により近い条件で学習す
ることが可能となる。また、ユーザーデータ領域と外周側学習領域の間に保護領域がある
ため、学習の際にユーザーデータを破壊したり、学習領域にユーザーデータを記録する誤
りを防ぐことができるだけでなく、保護領域を拡張学習領域として使用する際に、外周側
学習領域から連続的に使用していくことが可能となり、光ディスク装置への負担が軽減さ
れる。
【００５１】
　また、保護領域を学習領域として使用した場合には、前記保護領域を保護領域として用
いるか第３の学習領域として用いるかを示す情報を記録するための領域に、前記保護領域
を第３の学習領域として使用することを示す情報を記録できるので、学習の最中に誤って
ユーザーデータを破壊したり、学習用のパターン以外のパターンを誤って学習領域に記録
する問題を防ぐことが可能となる。
【００５２】
　さらに、更新されたユーザーデータ領域の終端を示す情報を記録する領域があるため、
ディスクの使用中に、ユーザーデータの終端の位置を変更することができる。したがって
、保護領域を拡張学習領域として利用した場合には、ユーザーデータの終端位置を内周側
に移動し、移動した終端位置と拡張学習領域の間を第二の保護領域として活用することが
可能となり、ユーザーデータの破壊を防ぐことが可能となる。
【００５３】
　保護領域を第三の学習領域として利用した場合にも、第二の学習領域と容量が等しくな
るため、学習領域の残容量計算等を同じ方式で行うことが可能となり、該光ディスクに記
録再生を行う光ディスク装置の負担を軽くすることが可能となる。
【００５４】
　データ領域が十分残っているにもかかわらず、基本の学習領域の使用が不可能になった
場合には、学習領域を拡張することで、データ領域を効率的に利用することが可能となる
。
【００５５】
　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００５６】
【図１】本発明に係る光ディスクの情報記録層の領域構成例を示す図。
【図２】図１で示した記録可能なシステム領域１０２の領域構成例を示す図。
【図３】図１で示した再生専用のシステム領域１０１の情報内容例を示す図。
【図４】図２で示した管理情報記録領域２０２内の管理情報の内容の一例を示す図。
【図５】本発明に係る光ディスク装置のブロック構成例を示す図。
【図６】本発明に係る光ディスク装置のレーザダイオード（ＬＤ）から出力される記録波
形ＲＥＷと光ディスクに記録されたマークの一例を示す説明図。
【図７】本発明に係る装置の動作を説明するために示した光ディスク上の容量変化を示す
説明図。
【図８】本発明に係る装置の動作を説明するためにさらに示した光ディスク上の容量変化
を示す説明図。
【図９】本発明の装置の動作を説明するために示したフローチャート。
【符号の説明】
【００５７】
１００・・・光ディスク、１０１、１０２・・・システム領域、１０３・・・ユーザ情報
記録可能領域、１０４・・・保護領域、１０５・・・外周側学習領域、２０１・・・内周
側学習領域、２０３・・・管理情報記録領域。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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